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おわりに

一 問題の所在と本稿の課題

本稿では、近代的鉄道政策の樹立という視点から１８８６年の明治政府による鉄道政策の転換を明らか

にし、その政策の転換が検証可能な事例として北陸地方における鉄道敷設計画を分析する。

明治政府による鉄道政策は、１８６９（明治２）年１１月の廟議において東京－西京間の幹線鉄道及び東

京－横浜間、琵琶湖周辺－敦賀間、西京－神戸間の三枝線の敷設が決定されたことを出発点に進めら

れた。この決定は、近世以来全国的な輸送の主役であった海運の存在を前提として、東西両京を結ぶ

幹線鉄道から海港へ枝線を敷設することによって主要な海港と海港を鉄道で繋ぎ、全国的な輸送網の

形成を図ろうとしたものであった。ところが１８８６年、明治政府は海運への連接を前提としない鉄道政

策に転換した。転換の内容は第一に、海港を経由せず主要な都市と都市を鉄道のみによって繋ぐこと

で、鉄道による全国的な輸送網の形成を図ることであった。第二に、鉄道による全国的な輸送網の形

成には国家の資金のみでは充足できず、それまで官設に限っていた幹線鉄道の敷設を私設にも容認す

ることであった。この政策の転換は、幹線鉄道網の形成に関して近世的な影響から離脱して鉄道のみ

による輸送網を構築しようとするものであり、その点で近代的な鉄道政策の樹立を意味する。９２年公

布の鉄道敷設法は、８６年に示された政策転換の内容を法律として整備したものと言えよう。また、官
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設と私設の連接による鉄道網の形成には必然的に規格の統一が求められ、８７年に規格に関して官設鉄

道に統一することを目的に私設鉄道条例が制定された。

１８８０年代の鉄道政策及び鉄道敷設計画については多くの先行研究がある。しかし、１８８６年に鉄道政

策の転換が行われたことに先行研究はほとんど注目してこなかった。小風秀雅は、東西両京間幹線鉄

道を中山道鉄道経由から東海道鉄道経由に変更したことを捉えて、鉄道の役割が海運網の補完的なも

のから海運と競合する国内交通の一方の主役へと変化したと指摘するが１）、中央山岳地帯から太平洋

沿岸地帯への路線変更の説明に止まり鉄道政策上の転換には言及していない。全国的な鉄道網形成の

一方を担う私設鉄道についても、九州鉄道会社への認可が各地の私設鉄道会社設立の請願に拍車をか

けたと指摘するのみで２）、官設及び私設鉄道を繋ぎ全国的な輸送網の形成を図るという鉄道政策上の

転換を見失っている。したがって、８６年の政策転換が地方の鉄道敷設計画に対して与えた影響にも言

及していない。宇田正は、神戸・敦賀・四日市の各港を結ぶ鉄道を南北両海港連絡鉄道として捉える

が、その推進は鉄道建設に挺身する井上勝が東西両京間幹線鉄道を最終的に東海道経由に導く敷設拡

大の戦略的行動にあった３）と述べるに止まる。鉄道敷設を近世以来の全国的輸送の基軸であった海運

への連接から、鉄道のみによる全国的輸送網の形成へという鉄道政策の転換のなかで位置づける視点

はない。中村尚史は、明治初年から日清戦争前に至る鉄道業の分析において、幹線鉄道会社は形成期

日本鉄道業の特徴を体現している４）とし、地方の鉄道敷設計画を政府の幹線鉄道政策との関係で捉え

ることの重要性を指摘し、九州鉄道会社の鉄道敷設運動を分析している。しかし許認可に結びつく鉄

道会社の発起や経営陣の構成に関わる分野に限定され、鉄道政策の転換と鉄道敷設計画の関係は明ら

かにしていない。松永直幸は、軍部の鉄道海岸隔離策を再検討する視点から幹線鉄道を分析し、中山

道鉄道の敷設は海港への枝線と併せて海陸連絡網を形成する鉄道計画と位置づける。しかし８６年の東

海道鉄道への変更は中山道鉄道工事が難渋するなかで鉄道拡張を図る鉄道局の起死回生策であり、ま

た幹線鉄道への私設許可は鉄道局が東海道鉄道の速成によって建設余力をなくした結果だとし５）、８６

年の二つの決定を鉄道局個別の事情に起因した変更に矮小化している。

本稿では、政府の鉄道政策について、８３年の参議兼工部卿代理山県有朋の東西両京間幹線鉄道計画、

８６年の政策転換を明確に語る鉄道局長官井上勝・外務大臣井上馨の両者の意見を中心に分析する。先

行研究はこれらの史料にも注目してきたとはいえ、本稿が指摘する鉄道政策の転換には気づいていな

い。さらに政策の転換を具体的に検証する鉄道敷設計画の事例として、北陸地方に起こった東北鉄道

会社（８１年出願）と北陸鉄道会社（８８年出願）の計画と、それぞれの計画に対する明治政府の意見書

を分析する。これらの分析から８６年の鉄道政策の転換を検証し、さらにその政策転換が地方の鉄道計

画に及ぼした影響を明らかにしたい。本稿がとりあげる北陸地方の鉄道敷設計画は８６年の鉄道政策の

転換を明確に示す事例であるが、これまでその視点からの分析はない６）。政府が北陸への鉄道敷設を

京阪神と北海・北陸を繋ぐ重要な輸送経路として捉えていたことは、６９年の廟議で敦賀－琵琶湖周辺

間への枝線敷設を決定した一事からも明らかである７）。また両鉄道会社の活動は、８１年の東北鉄道会

社の創立から９１年の北陸鉄道会社の廃業に至る十年余にわたるもので８）、８０年代における鉄道政策の

下での民間資金による鉄道敷設計画であり、両社には政府の鉄道政策に沿った計画が強く求められて

いた。その意味で北陸地方のこれらの鉄道敷設計画は、８６年の近代的鉄道政策の樹立過程を分析する
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には適切な事例と言える。

二 １８８０年代前半の幹線鉄道政策と東北鉄道会社の計画

１．東北鉄道会社の創立とその路線計画

東北鉄道会社は、１８８１年８月に越中・能登・加賀・越前の旧藩主と東西本願寺の門主など華族の発

起で出願された９）。路線は建設中の官線敦賀長浜線の柳ヶ瀬から福井、金沢、富山を経て新潟港に、

長浜から四日市港に至るもので、官線の柳ヶ瀬－長浜間を経由して日本海側の新潟港と太平洋側の四

日市港を結ぶ鉄道敷設計画である１０）。出願の上申書には、私設鉄道としての収支から「四日市港ノ一

線ニシテ允裁ヲ蒙ルヲ得スンハ、北陸ノ鉄路縦令桔据経営スルモ得失ヲ償フコト能ハス」と記し四日

市港への敷設が不可欠であること、利益を得るには「江州柳ヶ瀬ヨリ長浜ニ至リ大津ヨリ摂州神戸港

ニ達スルノ官設已成ノ鉄路、異日民有ニ付セラルヽノ期ニ至リ、相当ノ価額ヲ以テ之ヲ本社ニ交付」

すること、すなわち柳ヶ瀬－長浜間、大津－神戸間の官設既成線の払下げが必要であると記される１１）。

東北鉄道会社の路線計画の背景となる琵琶湖周辺の鉄道敷設の状況、濃尾勢地方及び四日市港への

鉄道延線の計画、さらに新潟港の景況について確認する。琵琶湖周辺の鉄道は、６９年の廟議における

東西両京間の幹線と敦賀への枝線の敷設決定が発端である。７６年２月及び１２月には工部省鉄道頭井上

勝から敦賀を含む京都以東の鉄道敷設促進を求める建議があり１２）、７８年５月の起業公債発行条例で建

設費が確保され、８０年７月には京都－大津間が開通している。敦賀への鉄道は当初、琵琶湖北岸の塩

津－敦賀間に鉄道を敷設し塩津－大津間は船運の計画であったが、７６年４月の英人技師ボイルの上告

書で塩津経由による米原－敦賀間の路線が示され、７９年１０月に同区間の敷設が決定した。また８０年１

月には鉄道局長井上勝が塩津経由から北国街道沿いの木ノ本・柳ヶ瀬経由への路線変更及び米原から

長浜への起点変更の意見書を提出して認可され、８０年４月に着工となった。８１年２月に金ヶ崎（敦賀）

－疋田間で貨物運転を、８２年３月には柳ヶ瀬隧道区間を除く金ヶ崎－長浜間で通常運転を開業し、柳

ヶ瀬隧道の完成をまって８４年４月に敦賀長浜線が全通した。

四日市港への敷設は、東北鉄道会社の路線が海港と海港を繋ぐ鉄道であることから収支上不可欠と

位置づけていた。東北鉄道会社出願直前の８１年６月、井上勝は東西両京間幹線鉄道との連接を念頭に

敦賀長浜線の関ヶ原への延伸を工部卿山尾庸三に示し、翌８２年２月には井上ら鉄道局幹部が敦賀－長

浜－関ヶ原－大垣間の鉄道敷設の必要性を強調した。大垣からは水運で四日市港に繋がり、敦賀長浜

線は四日市港への連絡が可能となり日本海側と太平洋側を結ぶ輸送距離は大幅に短縮されるとする。

関ヶ原－大垣間は、８３年８月に認可され翌年５月に開通となった。四日市港は、７５年に三菱汽船会社

が東京横浜への定期航路の拠点とするなど南海の要港として重視され、８１年の『東海経済新報』は該

港について「頃日横浜東京え向け輸送する処の諸物貨ハ益す益す増殖の勢い」とその急伸ぶりを記す。

８３年１２月、三重県令岩村定高は関ヶ原－四日市間の鉄道敷設と四日市港の修築を二大事業として政府

に稟申し、同港は「横浜神戸両港ノ中間」にあり東京を目的地とする経由地として物資旅客両面での

繁盛ぶりを述べる１３）。また、同年５月には大垣から四日市へは水運より鉄道敷設が容易であるとの考

えから、四日市－関ヶ原間の私設鉄道計画の請願も起こった１４）。

東北鉄道会社の日本海側の起点である新潟港は、日米修好通商条約で日本海側唯一の開港場（６９年
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１月開港）となり、７８年５月の起業公債発行条例に際しては内務省所管事業の一つとして同港の修築

があげられた。東北鉄道会社出願直前の８１年５月には新潟区民から修築の早期着工を求める上申が政

府に出され、その上申は再三にわたった１５）。上申書では、新潟港を「北海枢要ノ海門ニシテ開港五口

ノ一」と位置づける。

以上、東北鉄道会社の路線計画は、琵琶湖周辺地域の鉄道敷設の状況及び四日市・新潟両港の景況

を基にした出願であったことを示す。同社の上申書に記される柳ヶ瀬での官線接続や収支上不可決と

した四日市港への敷設、新潟港への延伸、利益を得るには柳ヶ瀬－長浜間及び大津－神戸間の官設鉄

道の払下げが必要など、これらは政府及び当該地方の鉄道敷設や港湾修築の動向を具体的に反映した

内容であった。主要な輸送手段が廻船、汽船、鉄道と多様化し変化する過渡期において、日本海側の

開港場（条約港）である新潟港と太平洋側の要港四日市港、さらに瀬戸内の開港場神戸港を直接結ぶ

という東北鉄道会社の路線は、近世以来の全国的輸送の基軸であった海運を前提とし海港に繋ぐ鉄道

という特徴を有している。加えてこの計画は、二開港場を含む三要港を鉄道で直接結び輸送時間と距

離の大幅短縮を図る点で経済効果を第一義に追求したものであり、一地方ではなく海外も視野に入る

全国規模での輸送上の利便に資する構想であった。つぎに、この東北鉄道会社が起こった１８８０年代前

半の政府の鉄道政策について検討する。

２．１８８０年代前半、明治政府の幹線鉄道政策

１８７２年と７４年、東京－横浜間と神戸－大阪間に官設官営の鉄道が開業した。しかしその後、鉄道の

敷設政策には紆余曲折がみられる。官設官営の工部省に対し、大蔵省は財政逼迫を理由に鉄道事業に

民間資金の活用を企図した。７５年１月、大蔵卿大隈重信は官営事業の見直しを図り、全国的な輸送手

段として整備の容易な海運の振興を政府の優先的事業とし、巨額の資金を要する官営鉄道は民間払下

げの対象とした１６）。鉄道局では官設官営を継続することの困難に直面し、「お雇い外国人体制からの

脱却を軸とするコスト軽減により官営鉄道経営の効率化と利潤拡大」を図り「沿海海運を軸とした政

府の交通網整備計画の中に鉄道を積極的に位置づける」ことで存在意義を示そうとした１７）。重要なこ

とは、海港の機能充実を優先的事業とする大蔵省では、鉄道の官設・私設に関わらず海運を全国的な

輸送の基本としたが、鉄道の官設官営を担っていた工部省（鉄道局）にあっても海港への鉄道敷設を

第一義としており、両省ともに海運を全国的な輸送の基本としていた点である。したがって政府の鉄

道政策は、６９年に幹線及び三枝線の敷設を決定して以来、一貫して海運の起点となる海港に鉄道を繋

ぐものであった。

１８８０年代前半においても上記の鉄道政策に変更はなかった。ただし、鉄道の官設官営については払

下げが検討された。８１年１２月、伊藤博文は「鉄道株券発行ノ方案」で官設鉄道の払下げ案を示し、翌

年１月に太政官で採択された。鉄道株を発行して資金を調達し、市場にある余剰の紙幣を回収しつつ

一方で「海陸漕運ノ方法改良」の資金に充てる計画であった１８）。元工部卿の伊藤も海運を優先的事業

とする点で、前述の大隈の意見と共通していた。８２年２月、官設官営の方針に危機感を持った井上勝

ら鉄道局幹部は太政官に建白書を提出し、「海ヲ環リテ周航スレハ数百里ヲ迂回スベキモ、之ヲ陸地

ヨリ横通セハ僅ニ数十里ニシテ往来搬運スベキノ土地ニ在テハ、必ス先ツ之ニ手ヲ下サヽル可ラス」
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と記し、鉄道敷設は全国的な輸送を担う海路を短縮する手段であると主張した１９）。この建白書も鉄道

の役割を海港と海港を繋ぐこととする点では、大隈や伊藤と同じ位置に立つ。８３年３月、鉄道局長井

上勝は私設鉄道の弊害をあげ、東西両京間幹線鉄道を中山道経由で官設とすることを工部卿佐々木高

行に具申２０）、６月、参議兼工部卿代理山県有朋が太政官に中山道経由での東西両京間幹線鉄道敷設計

画を建議し８月には採択された２１）。この間、７月、参議兼外務卿井上馨は幹線鉄道の官設に同意する

一方、支線では私設鉄道の起業を妨げないとする意見書を提出し、太政官では１１月に東京－関ヶ原間

など幹線鉄道は官設事業とすることを確認し、「専ラ其地ノ便宜ニ供スル」だけの支線には私設鉄道

の出願を許可する判断を示した２２）。この決定は政府のそれまでの鉄道政策の集大成であった。

以上の経緯から山県の東西両京間幹線鉄道敷設計画２３）は、８０年代前半の政府の鉄道政策を具体化し

た内容である。鉄道敷設の骨格について、日本は沿海運輸に便利で欧米のように長大な鉄道は必要と

せず、「国ノ中央ヲ画シテ一幹線ヲ置ケハ足レリトス、即チ先ツ東西二京ノ間ニ一ノ幹線ヲ布キ左右

ニ枝線ヲ延キ、以テ東西ノ海港ヲ連接セシメハ事業全ク卒ル」と記す。また、巨額の支出を怖れて私

設鉄道会社に委ねれば「二京ヲ連接シ東西ノ海港ヲ通スルハ遙カニ数十年ノ後」となり、官設での東

西両京間幹線鉄道の敷設を示した。この建議のなかで、鉄道について「海港ヲ連接セシメ」「海港ヲ

通スル」と述べていることは、海運が主要な輸送手段であり鉄道は海港への輸送を担う補完的役割で

あるとする政策的立場を明確に表すものである。このような理解に基づき本州山岳地帯を縦貫する中

山道経由の東西両京間幹線鉄道敷設を認可したのである。翌年４月、この中山道経由の幹線鉄道に連

接するものとして、三重県四日市－岐阜県垂井間の四日市線鉄道と長野県上田－新潟県直江津－新潟

港間の信越鉄道の両鉄道が相次いで出願された２４）。政府は信越鉄道を「直江津ニ至ルノ一線ハ中仙道

幹線ヨリ一ツノ海港ニ連接スル所ノ不可欠要線」とし北海への重要な鉄道と捉え２５）、四日市線を「西

ハ京阪神戸ヨリ又西北ハ越前敦賀港ニ通スル既成ノ官設鉄道ニ連絡シテ其欠線ヲ補フ」鉄道と捉えて

共に官設の判断を示す２６）。前者には「海港ニ連接」と明記され、後者には神戸・敦賀の両海港から太

平洋側の海港への連接を補う鉄道という意図が読み取れ、その意味で政府の鉄道政策を映し出してい

ると言えよう。この鉄道政策は、東北鉄道会社の計画には如何なる影響を与えたか。

３．東北鉄道会社の計画に対する政府の評価

１８８２年１１月、鉄道局長井上勝は工部卿佐々木高行に東北鉄道会社の路線に関する意見書を提出し

た２７）。東北鉄道会社では新潟－四日市間の路線について、第一期の着工区間は柳ヶ瀬（官設敦賀長浜

線に繋がる）－富山間、場合により長浜－四日市間を加える計画であったのに対し、井上は路線を敦

賀－富山間に限定し、富山以北の新潟はもとより東北鉄道会社が経営上最重視していた長浜－四日市

間には一切言及していない。両者の路線認識は全く異なる。井上は敦賀－富山間を三分し第一区を敦

賀長浜線と福井を結ぶ区間、第二区を福井－坂井港－金沢－伏木間、第三区を伏木－富山間とし各区

の敷設上の得失を示す。第一区は山岳地帯に加え冬季の積雪が深く工事は至難で、第三区は地形平坦

であるが庄川・神通川などで水害が絶えず測量に両三年を必要とするとの認識を示す。一方、第二区

は九頭竜川の架橋、熊坂の洞道、手取川の架橋、栗殻（倶利伽羅）の洞道以外は全体的に平易で多額

の費用を要せずに敷設可能であり、その経路は北陸地方の「都府ヲ串穿」するので、この区間の敷設
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によって発起人の目的の大半は達成されると記す。敦賀－富山間を順次北方へ第一区・第二区・第三

区と分けるものの、実際には第二区、その内の坂井港－伏木港間を重視した鉄道であった。井上は両

港を「北端ナル伏木ノ港」及び「南端ナル坂井港」と位置づけ、伏木港は突堤などの補助工事によっ

て巨船の繋泊も可能で北海道航路として有効であり、坂井港は寄洲の浚渫によって目下の利用には十

分であり堅牢な船舶ならば支障なしとする。井上はこの鉄道を、伏木港を北端に坂井港を南端とする

北陸圏内の地域的路線と判断したのである。この井上の意見書にも、海運を全国的な輸送手段の基軸

とし鉄道を「海港ヲ連接セシメ」「海港ヲ通スル」輸送手段とする政府の鉄道政策が窺える。井上の

結論は、「鉄道ノ功用ハ長路ト連続トニ利」が多く「神戸ヨリ加州ニ至ル僅ニ百里未満ノ距離ニ於テ、

其鉄道ハ三断ニ孤立スル如キハ甚望ムベキ事ニ非レドモ」としながらも、第一区の山岳地帯は将来の

技術進歩を考慮し直ちに工事に着手することは得策でなく、第二区が現実的で適切な選択であるとし

た。この「神戸ヨリ加州ニ至ル」鉄道という記述にも、海港（神戸港）への連接を基本とする当時の

鉄道政策が滲出している。

東北鉄道会社の計画に関して、北陸圏内の地域的路線に限定する井上勝の意見が当時の政府内の評

価の全部ではない。参議兼外務卿井上馨は、先の８３年７月の意見書で、東北鉄道を「両越間ニ鉄道布

設ノ業将サニ起ラントス此線路タルヤ一ノ幹線ト為サヽルヲ得ス」と記し、井上勝の地域的路線に対

して幹線鉄道と位置づける２８）。政府の方針は幹線について官設であったので、北陸道経由による東西

両京間鉄道の可能性も存在した。同年８月の井上勝の鉄道幹線測量の上申にも、「東海東山ノ外敦賀

線ヨリ北陸道ニ出テ越後高田ヨリ信州ヲ経テ高崎ニ連ルノ計画アリ」と記されている。しかし井上は、

「中山道ハ経道ニシテ北陸道ヲ迂回スルハ横道」として除外し２９）、同８月には幹線の中山道線経由と

敦賀長浜線の大垣への延長が決定される。この井上馨の意見の提出は井上勝の東北鉄道会社への意見

書から半年後であり、そのことは政府部内に東北鉄道会社の路線を幹線鉄道と位置づける評価が一定

期間存在したことを物語る。

８２年１２月２１日、井上勝の結論を基に政府の内達が石川・福井両県に示された。その路線は「福井ヨ

リ坂井港金沢ヲ経テ伏木港ニ至ル」３０）路線である。政府は東北鉄道会社の路線を北陸圏内に敷設する

地域的路線とし、民間資本による敷設を認めたのであった。越前南部山岳地帯を越え敦賀長浜線に繋

ぎ太平洋側に至る計画は容れられず、翌８３年３月２２日、越前地方発起人全員は「東北鉄道会社創立請

願発起人除名ニ付上申」３１）を提出し計画から離脱した。上申には、鉄道会社発起の目的を「敦賀坂井

ノ両港アリト雖モ秋冬以後風浪嶮悪、舟運ニ便ナラス」鉄道を敷設して人智を開き物産を興すと記し

ており、敦賀・坂井の両港ではその役割を果たせないと判断したのである。離脱の理由は内達によっ

て越前地方の発起人の望む南部山岳地帯を開鑿しない鉄道となり、越前一般株主に離反が起こり越前

地方発起人の役割を否定することになったからである。越前地方では創立規則に記されたように「第

一期 江州柳ヶ瀬ノ鉄路ヲ継延シ越中富山ニ達ス」３２）の通り、建設中の敦賀長浜線からの敷設でなけ

ればならなかった。

出願時の東北鉄道会社の計画では、敦賀・坂井の両港を鉄道で繋ぐべき海港として捉えていなかっ

た。鉄道局及び政府は、東北鉄道会社の計画路線に関しては北陸圏内の坂井・伏木の両港を繋ぐ鉄道、

敦賀長浜線の大垣への延長に関しては敦賀・四日市の両港を繋ぐ鉄道という認識であった。鉄道局の
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描く日本海側と太平洋側を繋ぐ輸送経路は、北海・日本海沿岸－（船運）－伏木港－（鉄道）－坂井

港－（船運）－敦賀港－（鉄道）－大垣－（河川舟運）－四日市港－太平洋沿岸となる。東北鉄道会

社は新潟港と四日市港及び神戸港を繋ぐ全国規模の輸送上の利便に資そうとする当初の構想に比べ、

政府内達によって北陸圏内の港を繋ぐ小規模かつ地域的路線への転換を迫られ、越前地方発起人全員

の離脱という事態にいたった。

離脱の二ヶ月後、８３年５月２４日、加賀・能登・越中を領した前田家と東西本願寺を発起人に東北鉄

道会社の再願書が提出された３３）。その路線は政府の内達を踏まえて坂井港－伏木港間を富山に延長し

て第一期着工に、坂井港－福井間を第二期着工に変更し、鉄道計画は北陸圏内の地域的路線となった。

８月１日、政府は再願を認可した３４）。しかし折からの松方デフレにより、８４年４月１１日、前田利嗣か

ら「東北鉄道会社受書并ニ会社定款御猶予願」３５）が提出された。前田の地方委嘱者宛の文書には、米

価下落で農家が困窮し株金募集は困難となり、前田一族と両本願寺が発起人から離脱し計画中止の勧

諭者も多いとの惨状が記される３６）。

同時期の九州鉄道は幹線鉄道とされて私設による敷設は困難化し、東西両京間の中山道鉄道工事優

先のため事実上挫折した３７）。中山道鉄道と出願当初の東北鉄道は官設と私設の相違はあるが、前者は

本州中央部を縦断し後者は本州を斜め縦断して海運の起点となる海港を繋ぐ計画であり、同時期の鉄

道計画の特徴を共有していた。しかし東北鉄道会社の計画は、上記の九州鉄道とは異なり一地方的な

路線として民間資金での敷設を認められたが、そのことが発起人などの離反を招き資金調達は限定的

となり、つづく松方デフレ下でその調達は一層困難となり挫折に到ったのである。敷設を優先した官

設幹線の中山道鉄道も、後述のように８６年７月には鉄道政策の転換による東海道鉄道への変更によっ

て頓挫することになる。

三 １８８０年代後半の幹線鉄道政策と北陸鉄道会社の計画

１．１８８６年における鉄道政策の転換

松方デフレも１８８４年末から翌年にかけて底入れし漸次に景気回復が見え、８５年後半以降、１０月の福

島－山形間、１２月の直江津－新潟間、また九州北部地域などで鉄道敷設の動きが起こった。一方、優

先工事の中山道鉄道では公債募集の順調な推移に対し中部山岳地帯の測量及び路線の決定が困難とな

り、工事は停滞し鉄道当局は窮地におかれた３８）。８６年３月、鉄道局長官井上勝は閣議に「鉄道布設工

事拡張之儀ニ付伺」を提出して事態の転換を図った３９）。停滞の打開には「単ニ幹線布設ノ一途ノミヲ

墨守セス、別ニ有益ノ線路ニ就キ布設ノ業ヲ起ス」と述べ、積極的な鉄道拡張論を主帳した。鉄道を

軍事・政治上最も緊要で国民生活の休戚に関わる甲種線路と、経営上の利潤がある又は既成線の支線

として本線の利益増加をもたらす乙種線路に二分し、甲種線路に東西両京間の中山道鉄道を挙げ、乙

種線路には京浜鉄道を小田原へ、神戸鉄道を播磨備前へ、近京既成線路から分岐し八王子へそれぞれ

延長する鉄道を挙げて敷設の急務を訴えた。甲種線路の中山道鉄道に関して「卑見ヲ蓄ヘ以テ目下審

按中」と記し東海道鉄道に変更する布石とした点、乙種線路に関して官設・私設を論ぜず鉄道拡張の

みを主張した点に井上の深謀遠慮が窺える。７月、井上は政府に「中山道鉄道ノ儀ニ付上申」を提出、

同月、閣議は東海道鉄道への変更を認め着工を指示した４０）。
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この１８８６年の鉄道拡張の伺や東海道鉄道への変更について、中村尚史は難工事の続く中山道鉄道に

固執せず採算性が高い路線や既成線の培養となり得る路線への進出によって官営鉄道の営業成績の回

復を企図したとするが４１）、単に採算性の高い鉄道の敷設や工事の比較的容易な東海道経由への変更で

はなく鉄道政策の転換である。鉄道の役割が海運の起点である海港と海港を繋ぐ輸送手段であれば、

沿岸に海港を有する東海道に幹線鉄道の敷設を必要としないであろう。東海道鉄道の敷設は中山道鉄

道に対する政策とは異なる判断に基づいている。小風秀雅は、中山道鉄道から東海道鉄道への変更を

鉄道の役割の変化と捉え、鉄道が海運網の補完的役割から海運と競合する国内交通の一方の主役に役

割が変わったことを指摘した。しかし、中央山岳地帯から太平洋沿岸地方へ敷設する経路変更の理由

に終始しており、鉄道政策上の転換が図られたことに関する論証はない。したがってこの政策上の転

換が、それ以後の鉄道敷設計画に与えた影響や計画の変化についても言及されない４２）。

それまでの意見書や建白書には海港への鉄道敷設に関する言及があるのに対し、井上勝が鉄道敷設

のその後の方針を示した上述の「鉄道布設工事拡張之儀ニ付伺」には海港への連接は記されておらず、

海港と海港を繋ぐ従来の政策の延長上での鉄道拡張ではない鉄道政策の質的転換を明瞭に反映してい

る４３）。井上勝の「伺」に対し、外務大臣井上馨は「鉄道局伺及附箋ニ付意見」４４）を記している。井上

馨は井上勝の官設拡張に対して乙種線路には民設を許可する立場であり、鉄道拡張の必要性は一致す

るがその方法では異なる意見を有し、両者の意見の検討は日本の幹線鉄道政策の転換を確認する上で

欠かせない作業である。井上馨は鉄道敷設を喫緊の課題であるとし、中山道線敷設工事の停滞と鉄道

敷設の現状について、いたずらに幹線鉄道の敷設優先を墨守し、敷設が容易で利益も得易い路線を棄

て置くことは国家的に利益でないとの意見であり、鉄道局の「伺」に理解を示す。井上勝の提起する

乙種線路（採算性が高い・培養線の価値が高い）については、「乙種線路カ他日甲種幹線ト連接シ得

ルノ便アルカ否」かを熟察し、適合すれば「寧ロ之ヲ日本全国ニ鉄道ヲ貫串セシムルノ大目的ニ副フ

ノ仕法ト為サヽル可ラス」と記す。そして、「中山道幹線ノ工事ト併挙シテ別ニ乙種線路ノ事業ヲ起

シ、而シテ此ノ乙種線路ハ尤モ其果シテ他日中甲種幹線ト連接シ得ルノ便アル者カ否ヲ察シテ之ヲ択

ヒ布設セシムル」のであれば鉄道敷設の目的を失うものではないと結ぶ４５）。重要な点は、井上馨の「意

見」にも鉄道の海港への連接に関した記述がないことである。さらに、乙種線路の存在価値を「甲種

幹線ト連接シ得ルノ便アルカ否ノ事」と規定して鉄道単独による全国的な輸送網形成の意図を明らか

にし、「之ヲ日本全国ニ鉄道ヲ貫串セシムルノ大目的ニ副フノ仕法ト為サヽル可ラス」と断言する。

鉄道の官設官営を基本とする井上勝も、民間資金の活用を主張する井上馨も、鉄道と鉄道を連接する

ことで鉄道を拡大し全国的な輸送網の形成を図ろうとする点で一致していた。

鉄道拡張に関する両者の論議は、東西両京を結ぶ鉄道を幹線とし、その幹線から海港に繋ぐ鉄道を

枝線と位置づけ全体を官設とする従来のものとは異なり、海運を前提とせず鉄道の連接による全国的

な幹線鉄道網の形成を図る鉄道政策への転換を表している。この転換は、幹線鉄道においても東西両

京を結ぶ役割から、全国的な主要都市を繋ぐ役割への転換として現れる。このように拡大した幹線鉄

道網の形成は官設のみでは容易でなく、民間資金の導入が必然となる。中山道鉄道から東海道鉄道に

変更した同じ７月、内閣総理大臣伊藤博文は福岡県令安場保和から上申のあった九州鉄道会社の創設

を許可し、幹線鉄道にも民間資金による敷設を認める政策転換が行われた。８２年の九州鉄道の場合、
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政府は幹線に該当するとして民間資金での敷設を事実上却下した。井上勝は伊藤の許可に不満を示し

たが、それは政府が鉄道局への事前照会を経ずに許可したことに関してであり、大蔵大臣松方正義や

外務大臣井上馨も許可に同意見であった４６）。ついで山陽鉄道会社の認可にも政策転換が明確に示され

る。８６年１２月の発起人願書には神戸姫路間鉄道と記され「先ツ以テ神戸姫路間ニ鉄道ヲ布設シ追テ岡

山地方ヘ延長致度」とあるが、政府及び鉄道局は「該線路ハ馬関マテモ連絡スヘキ幹線ノ一部ニシテ

他ノ一地方ニノミ関スルモノヽ比ニ非ス」「工事簡易ニシテ収得最多キ部分ノミ民設ヲ許スハ得策ニ

非ス」「先ツ全線ヲ実測シ其工事計画ヲ立」て神戸港以西鉄道の敷設、すなわち山陽鉄道として馬関

への敷設を強く求めた。ちなみに井上馨は、山陽鉄道民設許可の理由に「全国一般ノ鉄道ヲ悉ク官設

ト為シ該業務ヲ鉄道局ノ一手ニ委スルトセハ其落成ハ幾数年ヲ費ヤスヤ不可知」と述べている４７）。

１８８６年の鉄道政策の転換は、近世以来の全国的輸送の基軸であった海運を前提とせず、それまで官

設に限られていた幹線鉄道にも民間資金による敷設を認め、官設・私設双方の鉄道の連接によって全

国的な輸送網の形成を図ろうとするものであった。次に政府はこの新たな幹線鉄道政策を地方の鉄道

敷設計画に、如何に貫徹させようとしたか。そして地方の鉄道敷設計画は、どのような影響を受け対

応をしたのか、北陸鉄道会社を事例に検討する。

２．北陸鉄道会社の創立とその敷設計画

１８８８年６月、北陸鉄道会社の創立願書が内閣総理大臣黒田清隆に提出された４８）。８５年から８９年の企

業勃興期には鉄道会社が多数設立されるが、中村尚史はこの期の鉄道会社を、第一次ブーム（８７年中

心の出願、８８・８９年に集中開業）と第二次ブーム（８９年中心の出願、開業は９０年恐慌の影響で挫折又

は大幅遅延）に分ける４９）。北陸鉄道会社は第二次での計画となる。発起人は富山県２１名、石川県１９名、

福井県１２名、東京・大阪府各１名で５０）、路線を本線の富山－金沢－坂井港－福井－武生間、支線の守

山－伏木港間と定め、将来は津幡－七尾港間及び官線の敦賀長浜線に連接する武生－敦賀港間に敷設

する計画であった５１）。その趣旨では、本線区間は木ノ芽嶺を除き平坦であり第一期において富山－武

生間を竣功し、第二期の武生－敦賀間で敦賀長浜線に連接して官設・私設両線の利便を得て北陸三県

民衆の利益に資すと記す５２）。ここでは武生－敦賀間の敷設は将来の目標の一つに過ぎず、出願の路線

は実質的に坂井港－伏木港間であり、北陸鉄道会社の計画は東北鉄道会社への政府内達と同社の再願

を基にした北陸圏内の地域的路線であったと言える。しかし政府の鉄道政策は、東北鉄道会社の場合

とは明確に異なる。８６年に官設・私設双方の鉄道の連接による全国的な輸送網の形成に政策を転換し、

現実に８９年の東海道鉄道全通に向けて工事を進めており、政府にとって同線に繋がる敦賀長浜線の福

井県での鉄道拡張は、政策の実現上不可欠な課題であった。福井県での敷設運動の動向は政府の政策

課題に直接繋がる事柄であり、北陸鉄道会社の存在価値を左右する意味をもつ。次に福井県での動向

を中心に、北陸鉄道会社の出願に至る路線上の経緯を概述する５３）。

８８年２月９日付『福井新報』には、敦賀－金沢－富山間の鉄道敷設計画が金沢で発起されたと記さ

れる５４）。北陸鉄道会社の社名の初見は、３月２日付同紙である。５月初旬には敷設計画の概要が固ま

り、第一期工事は坂井港－金沢－富山間、第二期は坂井港－福井－武生－敦賀間、第三期は津幡－七

尾間の支線となった。５月上中旬には、福井県内の沿線各郡で郡長が招集する発起人選定などの集会
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が催され、中旬には福井県知事石黒務の招集により北陸鉄道協議会が福井県々会議事堂で開催された。

知事が会頭となって計画概要が審議され、第一期工事を坂井港－金沢－富山間、第二期を坂井港－福

井－武生－敦賀間、第三期を津幡－七尾間の支線とし、木ノ芽嶺に関しては第一期工事中に政府と開

鑿方法を協議し、第二期で敦賀の官設鉄道に連接するとした。福井県の沿線各郡及び県の会議では木

ノ芽嶺の開鑿を第一期着工としなければ敷設不可との論が起きたが、結論は富山・石川両県との北陸

鉄道三県委員会に第一期工事での武生延長を提案することに決定した。『福井新報』は、この妥協を

「木ノ芽嶺より漸々北に向ふて線路を架設し始め今庄、武生、福井、坂井港、大聖寺、金沢と順次し

て富山に至るが却て是れ北陸全道の便利」と厳しく批判し、北陸地方と名古屋・京阪地方との直結の

必要を強調した５５）。５月下旬、北陸三県連合発起委員会が金沢の石川県々会議事堂で開かれた。石川

県知事を北陸鉄道会社創立事務総理委員長に、富山・福井両県知事を富山・福井事務支所総理委員長

に委嘱し、路線は第一期工事が富山－金沢－福井－武生間、第二期は津幡－七尾間、第三期は武生－

敦賀間となった。福井県の要請で武生への延長は第一期となったが、一方敦賀への延長（木ノ芽嶺開

鑿が前提）は第三期となり既設の敦賀長浜線との連接は逆に遠退く結果となった。６月には福井県内

で報告会や協議会が開かれ、発起株主の勧奨も行われた。１７日付『福井新報』には、福井県の発起株

主は６２名、３７２０株と記され、木ノ芽嶺以北（嶺北）の越前地方全域に拡がる５６）。そのうち坂井港は１４

名で、周辺諸村を含めた２０名は県全体の３２．３％を占めた。

上記の概述から判明する北陸鉄道会社の特徴は、①東北鉄道会社への政府内達及び同社の再願を基

にした北陸圏内の地域的鉄道である、②地域によって着工区間及び着工順に違いがある、③発起に際

し知事や郡長など地方行政の担当者が主導的役割を果たした５７）の三点である。路線について、石川・

富山両県は坂井港への敷設を優先した。木ノ芽嶺開鑿を第一期工事とする意見は三県全体の発起人の

総意とならず武生延長に止まり、木ノ芽嶺開鑿は最後の第三期に後退した。福井県の発起株主は行政

主導を反映して嶺北全域に拡がるが、坂井港への敷設の期待から同港及び周辺諸浦村の数が際立つ。

この点からも路線は、①に示した近世以来の海港に繋ぐ鉄道であったと言えよう。出願にある本線の

富山－坂井港－武生間及び支線の守山－伏木港間の路線は、上記の経緯を踏まえた結論であった。

３．北陸鉄道会社の計画に対する政府の評価

北陸鉄道会社が出願した鉄道敷設計画は、東北鉄道への政府内達及び再願と基本的に同一であった。

１８８８年７月１７日、鉄道局長官井上勝はこの計画に関する意見５８）を内閣総理大臣黒田清隆に提出した。

井上は、路線中の地勢は「敦賀ニ出ルニ木ノ芽嶺山脈ノ嶮峻アリ、直江津ニ通スルニ親不知前後ノ難

所アリ、其両端殆ント閉塞ノ状」であり、北陸鉄道はその内の平易な部分に敷設する計画であるとの

認識を示し「中間ノミ鉄道ノ布設アルモ、畢竟鉄道ノ効用ヲナス能ハサル」と断言する。東北鉄道会

社に対する８２年１１月の工部卿への井上勝の意見では、ほぼ同一区間の福井－坂井港－金沢－伏木港間

に対し、一部の架橋・洞道を除けば敷設が平易で同地方の主都市を串穿し鉄道敷設の目的の大半は達

成されるとしたが、今回の北陸鉄道会社の計画に対しては「中間ノミ鉄道」では鉄道敷設の効果がな

いと記す。まさに１８０度の転換であり、８６年の幹線鉄道政策の転換が明確に示されている。

８９年４月８日、井上は「北陸鉄道会社ノ儀ニ付第二回答申書」を内閣総理大臣三条実美に提出した５９）。
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中間かつ平坦部のみの敷設は鉄道の利を活かせないことを繰り返して、北陸鉄道は両端共に既成線路

へ連接することが望ましいと記し、当面の計画として十数里にわたる親不知前後の沿海の断崖に比べ

れば武生より敦賀に至る線路は困難度が低いことから敦賀官線との連接の必要性を述べる。越前南部

山岳地帯の開鑿は営利を目的とする企業者の立場では容易に実施できないとして私設鉄道の限界に留

意しつつも、発起人に対し敦賀への連接にともなう営業上の収益増加は必然であるとして意識改革を

教唆する。さらに「鉄道ハ長大ナルモノヲ延長スルヲ利ナリトシ、短小ナルモノヲ孤立セシムルヲ損

ナリ」と述べ、短小かつ孤立した路線の鉄道は営業費の割合が大となり営業上も不利であり、敦賀官

線への連接に利があるとして計画変更を促す。路線の長い鉄道をさらに延長する、すなわち全国的な

輸送網に連なる鉄道に利があり、路線が短くかつ他の鉄道から孤立する、すなわち一地域の振興にの

み限った地域的鉄道を損であるとし、北陸鉄道会社の出願路線は後者だとする。

上記の井上勝の指摘は、７月１日の東海道鉄道全通を目前に、前回にまして具体的かつ厳しい指摘

であった。北陸鉄道は「孤立セシメテ利用完全ナラス維持鞏固ナラサルモノトスルヨリハ、寧ロ敦賀

線ヨリ延長シテ其経済ヲ官設鉄道ト一ニスルノ方法ヲ取ルヲ得策」と述べる。出願線路は百哩余を有

し外観上路線の切売には見えないが「一小局面部運輸ノ便ニ供スルモノニ異ナク、三州ヲ貫通シ枢要

ノ位置ヲ占ムルモノナルカ故ニ、之ヲ既成線路ニ連絡シテ之ト其経済ヲ一ニスルノ方法ヲ取ラサレハ、

恐ラクハ其利用ヲ完全ニシ其維持ヲ鞏固ナラシメ難カルヘシ」と記し、「鉄道ノ切売ハ却テ鉄道拡張

ノ妨害」と言い切る。北陸鉄道を一地方の鉄道でなく幹線鉄道として捉え、敦賀官線さらに東海道鉄

道に連接して運行を一体化させ、海運に頼らない鉄道による全国的な輸送網の形成に繋げる必要があ

るとする。先の山陽鉄道会社への指示と同一の考え方であり、かつての東北鉄道会社への判断とは全

く異なる。そもそも東海道鉄道自体が鉄道による全国的輸送網形成への政策転換の結果であり、北陸

鉄道との連接は当然の帰結である。ついで答申書は白石－大石田間の山形鉄道会社に言及し、青森に

延長すれば両端で日本鉄道会社の路線に連接し、北陸鉄道の敦賀及び直江津での官設線連接と同様で

あると述べる。青森への延長はもとより他地域の鉄道会社への言及そのものが、官設・私設を併せて

全国的な輸送網を形成する意図が原点にあることを物語る。さらに井上は、「唯官設鉄道ヲ拡張スル

ノ旨趣ニアラスシテ、大体鉄道本業ノ得失上ニ於テ深ク注意ヲ要スル」とし、単なる官設鉄道の拡張

論ではないことを強調している。北陸鉄道会社の出願に対して鉄道事業全体として「政略上取ルヘキ

方針及ヒ鉄道資本増額ニ関シ何分ノ御詮議」が必要であり、一地方の鉄道として出願された北陸鉄道

会社への仮免状下付の見合わせを答申した。井上は政府の鉄道政策を踏まえた全国的な輸送網の形成

に繋がる路線及びそれを実現する資金調達の検討を求めたのである。当然ながらこの答申書にも、上

述の井上勝の「伺」及び井上馨の「意見」と同じく鉄道の海港への連接は一言もない。さらに、越前

南部山岳地帯の開鑿に関しては、「企業者ノ営利目的上容易ニ実施シ得サル」事業であることを指摘

し、当面の直接的利益を求める私設鉄道の限界を示唆して官設に繋げようとする狙いが垣間見られる。

８９年１２月２日、北陸鉄道会社から武生－敦賀間を第一期の準工区とする「追願」６０）が内閣総理大臣

三条実美に提出された。第一期着工に併せ「武生敦賀間測量ノ義ヲモ併セ御允許ヲ蒙リ、其工費ノ都

合ニ依リ之ヲ敦賀官線ニ連接シ、遺憾ナキ完全ノ線路ヲ布設候様仕度」と記される。東北鉄道会社の

再願とは正反対の内容となった。この追願は政府の政策に適ったもので、６日に井上は三条宛の「第
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二回答申書」６１）で仮免状の下付を答申し、９日には下付となった６２）。答申書には「客年七月出願セル

北陸鉄道会社ヲ創立シ富山武生間及守山伏木間鉄道布設ノ件、並同創立発起人ヨリ追願セル武生敦賀

間鉄道布設ノ件」と二つの路線が順記されている。これは北陸圏内の地域的鉄道であった北陸鉄道会

社が、政府から幹線鉄道政策の即時受入を要求され追願に到った結果を物語る。出願手順を示す「官

私線ヲ問ハス他ノ既成線ト連絡スルノ計画ヲ定メタル後、始メテ其布設ヲ謀ルノ順序ニ依ル」には、

鉄道政策の転換が明確に現れている。その結果、北陸鉄道は「邦内ノ幹線中ニ算入スヘキ重要ナルモ

ノ」と位置づけられ、「他ノ線路ト分離孤立セシムルハ最モ得策ニ非サル」路線と評価された。追願

によって北陸鉄道会社の路線は敦賀－富山間となり、全国的な輸送網の形成に繋がる鉄道計画に転換

した。９０年１月２０日から金沢市で北陸鉄道発起人株主委員会総会が開かれ６３）、総会では路線を富山－

金沢－三国（坂井港）－福井－武生－敦賀間の本線及び守山－伏木間の支線とした６４）。８８年６月の創

立願書とは明らかに異なる路線変更であった。

四 官設鉄道としての北陸鉄道

追願は政府の政策に沿った内容であったが、第一期着工に併せ武生－敦賀間の測量を行い工費調達

の都合によって着工を開始するもので、「遺憾ナキ完全ノ線路ヲ布設」するという決意を表したに過

ぎないものであった。当局もそれを承知で仮免状を下付しており、したがって追願と仮免状は地方の

鉄道敷設計画が政府の幹線鉄道政策を受け入れたという「証拠書類」と言えよう。井上が答申書で指

摘した「企業者ノ営利目的上容易ニ実施シ得サル」「政略上取ルヘキ方針及ヒ鉄道資本増額ニ関シ何

分ノ御詮議」という指摘は未解決であり、北陸鉄道の民間資金での敷設の限界と官設への転換を予測

させるものである。政府には資金調達上の問題を棚上げにしても、北陸鉄道会社に対し１８８６年に転換

した幹線鉄道政策に則って敦賀官線への連接を内容とする路線変更を図らせる、すなわち北陸鉄道会

社の計画を鉄道による全国的な輸送網の一線に組み込むことが重要であった。そこには官設請願に導

いて敷設の実現を図るという鉄道当局の戦略も見えるが、地方の鉄道敷設計画にとっても多額の資金

調達が困難ななかで敷設の実現に近づく有効な選択であったと言えよう。

１８９０年１月の『福井新聞』に「北陸鉄道敷設線路に係る丸岡町有志の意見書」が連載され６５）、石川

県下大聖寺町より南進し福井県下丸岡町東方に出て九頭竜川を渡り、福井市東方（勝見）を経て武生

町に達する路線が示された。そのなかでは坂井港（三国）６６）を経由する従来の路線を迂回路とし、三

国迂回は「汽船ノ便ヲ以テ足レリ」「国道以西ノ一港市タレハ北陸全部ノ人民自他ノ物資頼テ以テ便

利トスルノ施ニ非ス」と述べる。この意見は三国（海港）への迂回を北陸全体の物流の障害としてお

り、鉄道の役割に対する認識の変化を示す。北陸鉄道の関係者のなかにも後の官設北陸線によって実

現する路線、すなわち福井から三国に迂回せず金津・大聖寺に直進する路線に通ずる考えが生まれて

いたと言える。この新しい動きは鉄道路線を廻船の寄港地と切り離し、鉄道による全国的な輸送網の

形成を図る政府の政策に重なっていく考え方でもあった。

その後北陸鉄道会社では発起人間の内紛と９０年の恐慌が重なり、運営の全権を三県知事に委任する

事態となった。９１年に福井県で測量が始まり、６月に仮免状の期限となり十ヶ月間の延期を許可６７）さ

れるが、９月には発起人総会で北陸鉄道会社の廃止が決議され、１１月１９日に内務大臣品川弥二郎へ提

福井県文書館研究紀要９ ２０１２．３

－４０－



出された６８）。この間、福井県議会は鉄道の官設請願を決議し、１１月１６日付で福井県会議長山田卓介が

内務大臣に「北陸鉄道ノ官設ヲ請フ建議」６９）を、１２月２２日には福井県吉田郡有志者が衆議院議員杉田

定一に「北陸鉄道官設之儀ニ付上申」を提出するなど、政府と議会の双方に官設の請願が行われた７０）。

北陸鉄道の官設への変更には、主として地域内における資金調達の困難を克服する意図があった。

中央では、１８９０年１１月に第一回帝国議会が召集された。９１年２月、衆議院で私鉄買収方法や鉄道拡

張方針などの特別委員会の設置を求める動議が出され、政府に「全国的で中長期的視点に立った鉄道

政策の立案を促す」７１）ことになった。４月、鉄道庁長官井上勝は内務大臣西郷従道へ１８９２・９３年度予

算に全国鉄道線路調査費を求める意見書を提出し７２）、停滞する私設鉄道をあげ重要路線の敷設に着手

するとし官設鉄道拡張策を論じた７３）。ここで敦賀－富山間の北陸鉄道は、仮免状は得たが線路実測未

了の鉄道とされる。意見書は７月の井上の「鉄道政略ニ関スル議」に継承され７４）、軍事・経済両面か

ら鉄道網の形成と資金調達の方法が論じられる。「鉄道ヲシテ可及的全国枢要ノ地ニ普及セシメ、首

尾環連幹支接続シ其利用ヲ完全ナラシムル」と記し、全国的な輸送網の形成を図る鉄道政策が明示さ

れ、国家的事業として幹線鉄道の官設官営を説き「全国鉄道布設見込線路調査及測量」「拡張布設ス

ヘキ線路ヲ選定シ其工事ヲ起ス」「私設鉄道ヲ政府ニ買収スル」と述べる。第一期には国防上要緊急

の線路、技術者の踏査を経て工費に多額を要せず収益が見込め維持に困難のない線路を起工すべきと

し、八王子甲府線、三原馬関線、敦賀富山線、福島青森線、直江津新発田間をあげる。敦賀富山線は

北陸鉄道会社に仮免状が下付されたが私設では不可能であるとして、「全国ノ基本線ヲ国有トスル以

上ハ、本線ノ如キ人口稠密物産饒多ナルモ、冬期船舶航行ノ便ヲ欠ク地方ニ通スルモノハ、最モ速ニ

布設ヲ要スル」と記し、幹線鉄道政策の遂行に不可欠の鉄道路線として官設が求められる。

９１年９月の北陸鉄道会社廃止と１１月の官設請願への急展開は、上記の中央の動向と相俟って進行し

た。９１年１１月内務大臣品川弥二郎は第二回帝国議会に鉄道公債法案・私設鉄道買収法案を上程、最終

的には第三回帝国議会で鉄道布設法として実現し９２年６月に公布された。北陸鉄道は官設の北陸線と

して第一期予定線に位置づけられ、敦賀から越前南部山岳地帯を開鑿し富山に向かって敷設される。

おわりに

東北・北陸の両鉄道会社の計画は本州中央部に位置しながら研究対象とされずにきた。理由は計画

半ばの挫折と最終的な官設への変更にあると推測されるが、その挫折と官設への過程そのものが政府

の幹線鉄道政策の展開と地方の鉄道敷設計画との関係を表しており、１８８６年の鉄道政策の転換、すな

わち近代的鉄道政策の樹立過程を検証するのに最も適切な事例である。

海運を全国的な輸送を担う基軸とし鉄道をその海港への輸送手段とする政策は、すでに６９年の廟議

での東西両京間の幹線と横浜、神戸、敦賀への三枝線の敷設決定に見られる。横浜・神戸は条約によ

る開港場であり、敦賀は北海道及び日本海側と京阪地方を結ぶ港湾であった。三枝線は各 ７々２年９月、

７７年２月、８４年４月に開通し、８３年８月には幹線を中山道経由とした。同年６月に山県が建議した幹

線鉄道敷設計画には「東西二京ノ間ニ一ノ幹線ヲ布キ左右ニ枝線ヲ延キ、以テ東西ノ海港ヲ連接セシ

メハ事業全ク卒ル」とあり、鉄道を海港への輸送手段とする政府の鉄道政策を端的に示す。８１年創立

の東北鉄道会社の計画も、新潟港と四日市港、さらに神戸港を結び海港と海港を繋ぐ鉄道の特徴を有
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し、琵琶湖周辺地域の鉄道敷設の状況及び四日市・新潟両港の景況、官設鉄道の払下げなど政府の鉄

道政策の実際を反映した構想であった。二開港場と一要港を鉄道で結ぶ路線は距離と時間の経済効果

を第一義に追求した全国的規模の幹線鉄道計画であったと言える。政府はこの計画を北陸圏内の地域

的鉄道と位置づけ、政府から私設鉄道として坂井港－伏木港間の路線を内達された東北鉄道会社では、

越前地方発起人の離脱を引き起こし挫折に至った。

企業勃興期、東西両京間幹線鉄道が難航するなか各地で鉄道敷設計画が起きると、鉄道当局は鉄道

拡張を梃子に海運を前提としない官設・私設双方の鉄道の連接による全国的な輸送網の形成を図る政

策へと転換した。１８８６年に井上勝は「鉄道布設工事拡張之儀ニ付伺」で鉄道を甲・乙二種に分けて積

極的拡張を示すが、そこには海港への連接が一切記されない。この政策転換は、「中山道鉄道ノ義ニ

付上申」として東海道鉄道への変更という形で具現する。東海道鉄道は、海運を前提とした輸送の補

完的役割を目的とせず鉄道単独の輸送手段である。井上馨の「鉄道局伺及附箋ニ付意見」にも鉄道の

海港への連接は記されず、乙種線路を「甲種幹線ト連接シ得ルノ便アルカ否ノ事ナリ」とし、さらに

「日本全国ニ鉄道ヲ貫串セシムル」として鉄道単独による全国的な輸送網形成の意図が明瞭に示され

る。この政策転換は８８年出願の北陸鉄道会社の動向によって検証できる。同社の計画は北陸圏内の地

域的路線という東北鉄道の内達及び追願の路線を引き継いだもので、８０年代前半の鉄道政策を反映し

ていた。政府は８６年の政策転換に基づき、越前南部山岳地帯を開鑿し敦賀官線への連接を強く要求す

る。北陸鉄道会社では政府の方針を受け入れ、敦賀官線への敷設を含む追願を提出し仮免状の発行を

受けたが、折からの９０年恐慌のなかで官設の請願へと急転換する。資金問題を事実上棚上した当局に

よる敦賀官線への連接の要求は、鉄道による全国的輸送網の形成を図る政府の鉄道政策の貫徹の現れ

であった。この要求は北陸鉄道を官設とする布石ともなり、したがって官設による幹線（北陸線）は

海港への輸送手段ではありえず、必然的に三国（坂井港）を経由せず金沢・富山に向け北進直行する

路線となった。

本稿では、東北・北陸の両鉄道会社の計画及び官設への請願を通して、１８８６年の鉄道政策の転換を

検証した。すなわち、海運を全国的な輸送の基軸とし鉄道はその補完的役割を担うとする政策から、

官設・私設を併せた鉄道のみによる全国的な輸送網の形成を図る近代的な鉄道政策への転換の過程を

明らかにした。そのことは、地方の鉄道敷設計画が政府の鉄道政策から如何なる影響を受けたかとい

うことの検証でもある。

注

１）小風秀雅「明治前期における鉄道建設構想の展開－井上勝をめぐって－」（山本弘文編『近代交通成立史の研究』

法政大学出版局、１９９４年、２００頁）。

２）小風秀雅「明治中期における鉄道政策の再編－井上勝と鉄道敷設法－」（野田正穂・老川慶喜編『日本鉄道史の
研究 政策・経営／金融・地域社会』八朔社、２００３年、４７頁）。

３）宇田正「明治前期日本における東西連絡幹線鉄道の建設－中山道鉄道から東海道鉄道へ－」（『近代日本と鉄道
史の展開』日本経済評論社、１９９５年、４４～４５頁）。

４）中村尚史『日本鉄道業の形成 １８６９～１８９４年』（日本経済評論社、１９９８年、６～９頁）。

５）松永直幸「中山道鉄道の採択と東海道鉄道への変更－東西両京連絡鉄道に関する三つの問題－」（『日本歴史』第
７５５号、吉川弘文館、２０１１年、７４頁）。
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６）明治期の北陸地方における鉄道敷設については、以下の論文があげられる。小谷正典「福井県における北陸線敷
設運動の展開（一）－敦賀・長浜間の鉄道敷設と東北鉄道会社の設立－」（『福井県史研究』第７号、福井県、

１９９０年）。同「福井県における北陸線敷設運動の展開（二）－北陸鉄道会社・「鉄道敷設法」と北陸線の敷設－」

（『福井県史研究』第１５号、福井県、１９９７年）。新本欣悟「北陸線の敷設と金沢市経済の変容」（地方史研究協議

会編『敦賀・日本海から琵琶湖へ－「風の通り道」の地方史－』雄山閣、２００６年）。老川慶喜「１８８０年代初期に

おける東北鉄道の株式募集－飛騨地方の名望家の鉄道認識－」（『生駒経済論叢』第７巻第１号、近畿大学経済

学部、２００９年）。

７）１８６９年の廟議による敦賀－琵琶湖周辺間の枝線の敷設決定に加え、７０年の京都府権大参事槇村正直による京都－
敦賀・小浜間の敷設建言もその重要性を物語る。７１年の京都府から政府への申入書には、鉄道の敷設を「越前敦

賀若州小浜ヨリ往々京師ヘ鉄道ヲ開、北海ノ諸物ヲ直ニ南海ニ輸送スルハ、実ニ永世ノ大便利万民ノ大幸莫大之

御国益…府下物産繁栄諸民商法興隆ノ大益」と記される（「京都敦賀間鉄道開設ノ義京都府往復」日本国有鉄道

『工部省記録 鉄道之部 自巻一至巻三』、１４９・１５０頁）。

８）『私設北陸鉄道会社創立願書』（金沢商工会議所々蔵、福井県文書館のマイクロフィルムによる、同会議所々蔵文

書については以下同）の富山・石川・福井三県知事の副申文に「鉄道敷設ノ義ニ付テハ曩日東北鉄道中止ノ事モ

有之」、鉄道局長官井上勝の内閣総理大臣黒田清隆宛具申書（１８８８年７月１７日、『公文類聚 第十三編 明治二十二

年 第四十七巻 運輸七 橋道鉄道附二』）に「往年東北鉄道起業ノ企アルニ当リ已ニ一応ノ予測ヲ経タル」と記さ

れ、地方・中央政府共に両社の計画の継続性を認識していた。

９）「甲 鉄道会社創立願」（日本国有鉄道『工部省記録 鉄道之部 自巻二十三至巻二十六 ⑥』、６～８頁）。

１０）「東北鉄道会社創立規則」前掲日本国有鉄道注９）、１６・１７頁。

１１）「乙 上申書」前掲日本国有鉄道注９）、９頁。

１２）鉄道省編『日本鉄道史 上篇』（１９２１年、１８５～１８７頁）。１８７６年１２月には工部卿伊藤博文が太政大臣三条実美に京

都－大津間の鉄道敷設費用概算書を提出、７７年２月に京都－大津間が着工許可、同月には井上勝が大阪－京都間

の開通をうけ敦賀への支線を含め鉄道事業の振興を三条に建議している。

１３）「三重県ヨリ内務省ヘ稟候」（「内務省関ヶ原ヨリ四日市マテノ間鉄道ヲ布設センコトヲ請フ批シテ他日ノ指令ヲ

俟タシム」『公文類聚 第八編 明治十七年 第四十四巻 運輸 船舶車輌 津港 灯台 河渠』）。

１４）宇田正『近代日本と鉄道史の展開』（日本経済評論社、１９９５年、３４～３９頁）。武知京三「四日市港をめぐる海運の

動向」前掲山本弘文注１）、３４５頁。

１５）「新潟港修築ノ件」（『公文別録 内務省 明治十五年～明治十八年 第三巻 明治十七年』）。

１６）「収入支出ノ源流ヲ清マシ理財会計ノ根本ヲ立ツルノ議」（大隈文書イ１４Ａ７、早稲田大学図書館所蔵）。前掲中

村尚史注４）、５０頁。

１７）前掲中村尚史注４）、５１頁。

１８）前掲中村尚史注４）、８４頁。「鉄道株券発行ノ方案」（『公文録 明治十五年 第一巻 明治十五年一月 太政官』）。こ

の鉄道株券の発行は、１８８２年７月には当分中止となる。東北鉄道会社の柳ヶ瀬－長浜間及び大津－神戸間の払下

げに関する記述は、政府のこの動きを反映する。

１９）前掲中村尚史注４）、８８・８９頁。「鉄道建設ノ地位及其施設方法等ニ付鉄道局長井上勝外二名建議ノ件」（『公文録

明治十五年 第百七十三巻 明治十五年二月～三月 工部省』）。鉄道局長井上勝・権大書記官野田益晴・権大技長

飯田俊徳による鉄道局挙げての建議である。

２０）前掲中村尚史注４）、９２・９３頁。前掲鉄道省注１２）、３９１・３９２頁。井上は「収支相償ハサレハ敢テ延布ヲ計ラス」「資

本ノ増加ヲ畏ルヽカ為メニ其改良ニ従フ能ハス」「専売ノ業ニ属スル所ノ弊害」「簡易ノ鉄道ヲ築造」「政府自カ

ラ鉄道ヲ使用スルカ如キ便利ヲ呈スルヲ得ス」など私設鉄道の弊害八点を指摘して官設官営の優位性を示す。こ

の指摘は山県の幹線鉄道敷設計画の建議にも記され、官設の根拠としている。

２１）「山県参議建議幹線鉄道布設ノ件」（『公文別録 太政官 明治十五年～明治十八年 第一巻 明治十五年～明治十六

年』）。８月に資金計画を保留にして採択され、１２月に中山道鉄道公債証書条例で財源が確保される。

２２）「鉄道幹線ノ計画上ニ障碍ヲ及ホサヽル支線ハ私設ヲ允許セラルヘキヤノ事」（『公文別録 太政官 明治十五年～

明治十八年 第一巻 明治十五年～明治十六年』）。越後鉄道・九州鉄道を幹線鉄道として官設とし、阪堺鉄道・清

水鉄道などは支線として私設鉄道の出願を許可する。

２３）前掲公文別録注２１）。
２４）「四日市鉄道官設起工ノ件」「中山道幹線鉄道ヨリ越後新潟ニ達スル線路官設並ニ人民私設出願ノ節伺出方ノ件」
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（『公文別録 工部省 明治十五年～明治十八年 第二巻 明治十七年～明治十八年』）。

２５）前掲公文別録注２４）。
２６）前掲公文別録注２４）。
２７）「東北鉄道線路之儀ニ付井上勝鉄道局長意見上申書」前掲日本国有鉄道注９）、６１～６４頁。

２８）前掲公文別録注２１）。
２９）「中山道鉄道幹線測量ノ件」（『公文別録 工部省 明治十五年～明治十八年 第一巻 明治十五年～明治十六年』）。

３０）「東北鉄道会社創立願出ニ付ケ条書ヲ以石川福井両県ヘ内達」前掲日本国有鉄道注９）、６８～７０頁。

３１）「東京府ヨリ東北鉄道会社発起人松平茂昭外六名除名之儀上申」前掲日本国有鉄道注９）、８１～８３頁。

３２）「東北鉄道会社創立規則」前掲日本国有鉄道注９）、１６・１７頁。

３３）「前田利嗣外六名ヨリ東北鉄道会社創設之儀再願」前掲日本国有鉄道注９）、８５～８７頁。

３４）９１頁。「東北鉄道会社創設再願之義ニ付伺」前掲日本国有鉄道注９）、９２頁。
３５）９４頁。「東北鉄道会社受書并ニ会社定�御猶予願」前掲日本国有鉄道注９）、９４頁。
３６）「東北鉄道会社株金募集中止ノ義ニ付地方委嘱者諸君ニ告ク」（金沢商工会議所々蔵）。１８８５年２月には、東北鉄道

会社は中止の状態となる。

３７）前掲中村尚史注４）、１０５・１０６頁。同様に１８８０年代前期の鉄道への投資ブームで構想・設立された濃勢鉄道・信
越鉄道・湖東鉄道などの私設鉄道計画も幹線鉄道とされ、幹線官設官営の鉄道政策によって却下された。

３８）前掲中村尚史注４）、１３１頁。１８８５年１２月に工部省が廃止、鉄道局は内閣直属となる。
３９）「鉄道布設工事拡張ノ件並同件ニ付外務大臣意見書ノ件」（『公文別録 内閣 明治十九年～大正元年 第一巻 明治

十九年～大正元年』）。

４０）「中山道幹線ノ内尾州一ノ宮ヨリ木曽川ニ至ルマテノ鉄道竣功セシニ依リ仮リニ運輸ノ業ヲ開ク」「中山道鉄道敷

設ヲ廃シ更ニ工事ヲ東海道ニ起スニ決ス」（『公文類聚 第十編 明治十九年 第三十四巻 運輸四 橋道二』）。

４１）前掲中村尚史注４）、１３２頁。
４２）前掲小風秀雅注１）、２００頁。
４３）ちなみに東海道鉄道への転換を示した「中山道鉄道ノ義ニ付上申」では直江津・半田港の両港が記されるが、中

山道鉄道敷設の資材運搬の便についてであり東海道鉄道の敷設目的に関するものではない。

４４）前掲公文別録注３９）。
４５）井上馨も殊更に私設を強調せず、鉄道会社の資金を政府に入れて利益を保証し、鉄道は政府が敷設管理するか、

あるいは全て日本鉄道会社に合併させるかの二者択一との方向性を記す。

４６）前掲中村尚史注４）、１３４～１３７頁。
４７）「神戸姫路間鉄道布設之義ニ付稟請」（『公文類聚 第十一編 明治二十年 第三十四巻 運輸門四 河渠橋道一』）。

４８）金沢商工会議所々蔵。文頭に「曩日東北鉄道中止ノ事モ有之地方ノ情況篤ト取調候、今回ノ義ハ有志者発起以来
発起株主タランコトヲ競フテ申立候」と記した富山・石川・福井三県知事の副申がある。石川県岩村高俊知事は

東北鉄道会社の再願に際し工部卿佐々木高行に上申書を提出しており、その経緯は熟知していると考えられる。

４９）前掲中村尚史注４）、１４７頁。１８８５年から８９年には、企業勃興に伴い鉄道会社設立の出願も３８社にのぼり鉄道敷設
の動きが活発化した。１８８９年には１５社が出願し当該期最高数を示したが、９０年１月からの恐慌で一転、私設鉄道

の買収論も起こった（日本国有鉄道編『日本国有鉄道百年史』第２巻、１９７０年、３９０・３９１頁）。

５０）「北陸鉄道会社創立願」（『私設北陸鉄道会社創立願書』、金沢商工会議所々蔵）。

５１）「北陸鉄道会社起業目論見書」前掲金沢商工会議所注５０）。

５２）「北陸鉄道布設旨趣書」前掲金沢商工会議所注５０）。

５３）出願の経緯は、拙稿「福井県における北陸線敷設運動の展開（二）－北陸鉄道会社・「鉄道敷設法」と北陸線の
敷設－」（『福井県史研究』第１５号、福井県、１９９７年）を参照。

５４）『時事新報』明治２１年２月５日付の転載記事。北陸鉄道会社の初見記事。

５５）『福井新報』明治２１年５月２３・２５日付。

５６）この数字は、『私設北陸鉄道会社創立願書』の「発起人交名並株金高」とは異なる。「発起人交名並株金高」では、
福井県の発起人数は６０名、そのうち坂井郡２３名（坂井港及び周辺諸浦村２０名）・吉田郡４名・足羽郡１３名（福井

１１名）・大野郡８名・今立郡６名・丹生郡２名・南条郡３名である。坂井港及び周辺諸浦村は３３．３％を占め、『福

井新報』とほぼ同率で坂井港の期待を物語る。

５７）福井県では行政主導が顕著であるが、石川・富山両県も知事が総理委員長に就いており福井県と同様と推察でき
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る。前掲中村尚史注４）の第二部には、九州鉄道会社と福岡・佐賀・熊本・長崎の４県の関係が詳述される。

５８）「北陸鉄道会社出願越中富山ヨリ敦賀迄及越中国守山ヨリ伏木ニ至ル鉄道布設線路ヲ許可ス」（『公文類聚 第十

三編 明治二十二年 第四十七巻 運輸七 橋道鉄道附二』）、「鉄第二六一号」。

５９）前掲公文類聚注５８）、「鉄第一二七号」。
６０）前掲公文類聚注５８）。
６１）前掲公文類聚注５８）、「鉄第五五八号」。
６２）『福井新聞』明治２２年１２月１３日付。

６３）北陸鉄道会社の経緯は、拙稿前掲小谷正典注５３）を基にしている。
６４）「北陸鉄道会社申合規則」「北陸鉄道会社定款」前掲金沢商工会議所注５０）。

６５）『福井新聞』明治２３年１月２３・２５・３０日付。

６６）１８８９年４月の市制・町村制施行で、坂井港は三国町と改称する。
６７）「北陸鉄道線路仮免状効用期限ヲ延期ス」（『公文類聚 第十五編 明治二十四年 第三十七巻 交通五 運輸鉄道 船

車 道路橋梁 河川港湾 雑載』）。

６８）「北陸道私設鉄道設計着手中ノ処到底見込ナキニヨリ廃止ス」（『公文類聚 第十六編 明治二十五年 第三十八巻

交通四 運輸鉄道 船車』）。

６９）『明治二十四年通常県会決議書』。１８９１年８月に牧野伸顕が内閣記録局長から福井県知事に就任し、北陸鉄道の官

設を発起人らに奨めており県会での決議につながる（福井県議会『福井県議会史 第一巻』１９７１年、１１２３～１１２５

頁）。

７０）杉田定一文書（大阪経済大学所蔵）。
７１）松下孝昭『近代日本の鉄道政策 １８９０～１９２２年』（日本経済評論社、２００４年、２９頁）。

７２）鉄道省編『日本鉄道史 中篇』（１９２１年、２～５頁）。
７３）松下孝昭『鉄道建設と地方政治』日本経済評論社、２００５年、６頁。仮免許を得るが線路実測未了の鉄道（北陸鉄

道・山形鉄道）、本免許状を得て歳月を経過するが未起工の鉄道（甲信鉄道・総武鉄道）、一部開業するが残工事

の中止を検討の鉄道（山陽鉄道・九州鉄道）である。

７４）前掲鉄道省注１２）、９１６～９３９頁。

（付記）末筆ながら、本稿の作成にあたり、ご指導・ご助言をいただいた福井県立大学経済・経営学研究科原田政美

教授に感謝を申し上げます。
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